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第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」とい

う。）及び古賀市景観条例（平成３１年条例第１２号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  

 

第２章  景観計画  

（景観計画の提案等） 

第２条  法第１１条第１項又は第２項の規定による景観計画の策定又は変

更の提案は、景観計画提案書（様式第１号）により行うものとする。  

２ 法第１４条第１項の規定による通知は、景観計画の提案についての結果

通知書（様式第２号）により行うものとする。  

     



第３章  行為の届出等 

（行為の届出）  

第３条  条例第２条第２項の規定による届出は、行為の届出書（様式第３号）

により行うものとする。  

２ 前項の届出には、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定め

る図書を添付しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるとき

は、これを省略させることができる。  

 ⑴ 建築物の建築等又は工作物の建設等  

  ア  建築物または工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表

示する図面で縮尺２，５００分の１以上のもの  

  イ  当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真  

  ウ  当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮

尺１００分の１以上のもの  

  エ  建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図でマンセル

値を表示し、縮尺５０分の１以上のもの  

  オ  その他参考となるべき事項を記載した図書  

⑵ 開発行為、土地の形質の変更、又は業として行う屋外における物件の

堆積  

 ア  当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺

の状況を表示する図面で縮尺２，５００分の１以上のもの  

 イ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真  

 ウ  設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺１００分の１以上

のもの  

 エ その他参考となるべき事項を記載した図書  

 （変更の届出）  



第４条  法第１６条第２項の規定による変更の届出は、行為の変更届出書

（様式第４号）に当該変更に係る図書を添付して行うものとする。  

（適合の通知）  

第５条  市長は、第３条及び前条の規定による届出に係る行為が、景観計画

に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、その旨

を適合通知書（様式第５号）により通知するものとする。  

（届出及び勧告の適用除外）  

第６条  条例第３条第２号に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げ

るものとする。  

⑴  法第１６条第１項第１号に規定する行為のうち仮設の建築物に係る

もの  

⑵ 法第１６条第１項第２号に規定する行為のうち電柱に係るもの  

（事前協議の方法）  

第７条  条例第４条の規定による協議は、事前協議書（様式第６号）を市長

に提出することにより行うものとする。  

２ 前項の協議書には、当該協議に係る行為について第３条の規定による届

出を行う場合に添付すべき図書を添付しなければならない。ただし、市長

は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省

略させることができる。  

（事前協議の適用除外）  

第８条  条例第４条ただし書に規定する規則で定める行為は、景観計画に規

定する景観形成基準に係る行為以外の変更とする。  

（勧告）  

第９条  法第１６条第３項の規定による勧告は、勧告書（様式第７号）によ

り行うものとする。  



 （通知）  

第１０条 法第１６条第５項の規定による通知は、行為の通知書（様式第８

号）により行うものとする。  

２ 前項の通知書には、当該通知に係る行為について第３条の規定による届

出を行う場合に添付すべき図書を添付しなければならない。ただし、市長

は、当該図書の添付の必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省

略させることができる。  

（命令）  

第１１条 法第１７条第１項又は第５項の規定による命令は、命令書（様式

第９号）により行うものとする。  

（特定届出対象行為の変更命令に係る期間延長の通知）  

第１２条 法第１７条第４項の規定による通知は、処分期間延長通知書（様

式第１０号）により行うものとする。  

（身分証明書）  

第１３条 法第１７条第８項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書（様

式第１１号）によるものとする。  

（公表の手続）  

第１４条 条例第６条第１項の規定による公表は、市の広報誌又は公式ホー

ムページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。 

２ 条例第６条第２項の規定による意見の聴取は、意見を記載した書面の提

出により行うものとする。ただし、市長が口頭で意見を述べることを認め

た場合は、この限りではない。  

 （行為の着手後の確認）  

第１５条 市長は、第３条の規定による届出をした者が当該届出に係る行為

に着手した後において、景観計画に定める行為の制限に引き続き適合して



いるかどうかを確認する必要があるときは、当該届出をした者の同意を得

て、当該行為の現場を確認することができる。  

（完了等の届出）  

第１６条 条例第７条の規定による届出は、行為完了（中止）届出書（様式

第１２号）に完了又は中止後の状況を示す写真その他市長が必要と認める

図書を添えて行うものとする。  

   

第４章  景観重要建造物及び景観重要樹木  

（景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案等）  

第１７条  法第２０条第１項若しくは第２項の規定による景観重要建造物

の指定の提案又は法第２９条第１項若しくは第２項の規定による景観重

要樹木の指定の提案は、景観重要物（建造物・樹木）指定提案書（様式第

１３号）により行うものとする。  

２ 法第２０条第３項又は法第２９条第３項の規定による通知は、景観重要

物（建造物・樹木）指定の提案に係る結果通知書（様式第１４号）により

行うものとする。  

（景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の通知等）  

第１８条 法第２１条第１項又は法第３０条第１項の規定による通知は、景

観重要物（建造物・樹木）指定通知書（様式第１５号）により行うものと

する。  

２ 法第２１条第２項又は法第３０条第２項の標識は、次に掲げる事項を表

示したものとし、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。  

 ⑴ 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種  

 ⑵ 指定番号及び指定の年月日  

（景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の許可）  



第１９条 法第２２条第１項又は法第３１条第１項の許可の申請は、景観重

要物（建造物・樹木）現状変更許可申請書（様式第１６号）により行うも

のとする。  

２ 市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、景観重要物（建造物・樹

木）現状変更許可等通知書（様式第１７号）によりその旨を申請者に通知

するものとする。  

（景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除の通知）  

第２０条  法第２７条第３項において準用する法第２１条第１項又は法第

３５条第３項において準用する法第３０条第１項の規定による通知は、景

観重要物（建造物・樹木）指定解除通知書（様式第１８号）により行うも

のとする。  

（景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出）  

第２１条 法第４３条の規定による届出は、景観重要物（建造物・樹木）所

有者変更届（様式第１９号）により行うものとする。  

 

第５章  景観協定  

（景観協定の認可の申請等）  

第２２条 法第８１条第４項の認可の申請は、景観協定認可申請書（様式第

２０号）により行うものとする。   

２ 市長は、前項の申請の内容を審査し、その適否を決定し、景観協定認可

等決定通知書（様式第２１号）によりその旨を申請者に通知するものとす

る。  

  （景観協定の変更又は廃止の申請等）  

第２３条 法第８４条第１項又は法第８８条第１項の認可の申請は、景観協

定変更（廃止）認可申請書（様式第２２号）により行うものとする。  



２ 市長は、前項の申請の内容を審査し、その適否を決定し、景観協定変更

（廃止）認可等決定通知書（様式第２３号）によりその旨を申請者に通知

するものとする。  

 

第６章  景観審議会  

（会長及び副会長）  

第２４条 条例第９条に規定する古賀市景観審議会（以下「審議会」という。）

に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。  

 （会議）  

第２５条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長

が選任される前に行われる会議は、市長が招集するものとする。  

２ 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３  審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。  

４ 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求

め、説明又は意見を聴くことができる。  

 （庶務）  

第２６条 審議会の庶務は、建設産業部都市計画課において処理する。  

（審議会の運営）  

第２７条  この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。  

 



第７章  雑則  

（委任）  

第２８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

 

   附 則  

 この規則は、古賀市景観条例の施行の日から施行する。ただし、第６章の

規定は、公布の日から施行する。  


